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第 48 回十勝岳紅葉まつり
日時　９月 28日（土）～９月 29日（日）　午前 10時から午後３時まで

会場　・見晴台公園（光町３丁目）
　　　・温泉施設（湯元凌雲閣、十勝岳温泉カミホロ荘、フロンティアフラヌ
　　　　　　　　　イ温泉、吹上温泉保養センター白銀荘）
内容　・スタンプラリー
　　　・温泉施設利用者に数量限定でプレゼント　など
　　　
問　かみふらの十勝岳観光協会　☎　45-3150

なかふらのサイクリング
　中富良野町内をぐるっとまわるサイクリングイベントが開催されます。
　ロングライド（約50～ 60km）とのんびりライド（約20km）のコースがあり、
秋を感じながら楽しむことができます。
　ゴール後は、秋の味覚採れたて新鮮野菜と、ジンギスカンのＢＢＱもお楽し
みください。
日時　９月 22日（日）８時～ 14時

問　なかふらの花ライドプロジェクト（なかふらの観光協会事務局）　
☎　39-3033

第37回 特別展「森を支えるきのこ」

今月のテーマ『秋のイベント』

　知っているようで知らない「きのこ」の魅力を、実物標本や本格的なジオラ
マで伝える特別展を開催します。

日時　９月 22日（日）まで　午前９時～午後５時（月曜休館日）
場所　富良野市生涯学習センター　２階展示ホール
観覧料　無料

問　富良野市博物館　☎ 42-2407

道の駅南ふらの感謝祭
　道の駅をご利用いただいているお客様に、ありがとうの思いを込めて感謝祭
を開催いたします！農産物の特売のほかソフトクリームやコーヒーを特別価格
で販売。また、それぞれの屋外店舗ごとに景品が違うお楽しみ抽選会やビンゴ
大会などのイベントを予定しています。

日時：９月 14日（土）９時から 15時（予定）
場所：道の駅南ふらの物産センター

問　㈱南富良野町振興公社　☎ 52-2100

　国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除・法定免除）、納付猶予、学生納付特例の承認を受け
られた期間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金（65歳から受けれられる年金）
の受け取り額が少なくなります。しかし、免除等の承認を受
けた期間の保険料については、後から納付（追納）すること
により、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。ま
た、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。
　将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除等期間
の保険料については、10年以内であれば遡って納めること
（追納）ができます。ぜひ、追納を行っていただくことをお
勧めします。
　ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算
して３年度目以降の追納の場合、当時の保険料額に一定の加
算額が上乗せされます。
　追納は、古い月のものから納付することとなりますが、次
の点にご注意ください。
◎一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付されて

　いなければ追納できません。

◎「法定免除・申請免除期間」が「納付猶予・学生納付特例

期間」より先に経過した月分である場合は、どちらを優先

して納めるか本人が選択できます。

　令和元年度中に追納していただく際の月分の保険料は次の
とおりです。

年度 全額免除 ３／４免除 半額免除 １／４免除
21 15,280円 11,450円 7,640円 3,810円
22 15,540円 11,650円 7,770円 3,880円
23 15,320円 11,490円 7,660円 3,830円
24 15,170円 11,380円 7,590円 3,790円
25 15,150円 11,360円 7,570円 3,790円
26 15,300円 11,470円 7,640円 3,820円
27 15,620円 11,710円 7,810円 3,910円
28 16,280円 12,200円 8,140円 4,060円
29 16,490円 12,370円 8,240円 4,120円
30 16,340円 12,250円 8,170円 4,080円

 国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
１．保険料の後払い（追納）をお勧めします！

２．申請方法
　役場住民課戸籍窓口または年金事務所で申し込みを行っていただき、厚生労働大臣の承認を受けたう
えで、納付書をお渡しします。お渡しした納付書でお支払いしていただきます。口座振替ならびにクレ
ジット納付はできませんので、お含みおきください。申請書類は、役場にございます。

問　住民課戸籍担当　☎　56-2123
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